令和７年９月兵庫県議会第372回定例会における日常生活用具給付事業に関する質問・答弁に関する姫路市障害福祉課としての見解（１月21日）

今回の議員質問の中で、特定の用具を給付対象にするかの判断は厚生労働省の告示第529号等をもとに市町が決定することになる点を述べられ、その用具要件についても認識されたうえで、「スマートフォン」の支給可否が市町によって異なる現状について、その原因が用具要件に対する考え方が市町によって異なることではないかと質問されています。
本市としては議員が指摘されるとおり「スマートフォン」が日常生活品の要件を満たすものかどうかの市町判断にばらつきがある為、結果的に支給の取扱に差が生じているものと考えています。本市では「スマートフォン」は一般に広く普及しているものであると認識していることから、告示で定められた日常生活用具の要件を欠くものと判断しています。
また、令和６年３月の障害保健福祉関係主管課長会議資料において、厚生労働省告示に定める用具の要件に該当しない例として「パソコン・タブレット」（一般的に普及しているもの）と例示されていることからスマートフォンも同様の用具と考えています。
結果的に支給対象としている自治体がごく一部あることから、地域で取扱いが異なるのが不公平であるというご意見があることも理解しております。
しかし、支給要件に合致しないものを一部の自治体が支給しているという事を根拠に本市がスマートフォンを支給する根拠とはなり得ません。
今回、兵庫県の福祉部長が答弁の中で、「制度の実施主体である市町が実施主体として適切に対象品目を定めておりますことから、市町の判断を尊重すべきである」と述べておられますので、現状の厚生労働省告示においては、スマートフォンは支給対象外であるとの本市判断についてもご理解いただけるものと考えています。
なお、八王子市がスマートフォンを日常生活用具として認定した件については、八王子市としての判断となりますので、本市が意見を述べる立場にはございません。
今後も、兵庫県及び各市町間での取組事例等について担当者会議等を通じ情報共有していく事で、より一層の適切な日常生活用具の支給に取り組んで参りたいと考えております。

